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１．研究の目的と背景

本研究はソーシャルワーカーの人権を擁護する機能と役割を明確化し、機能が発揮されるための実践モ

デルを提示することを目的としている。研究の背景として、社会福祉基礎構造改革における福祉サービス

供給システムの転換が行われ、契約の時代を迎えたこと、その結果、判断能力が不十分な認知症高齢者、

障害者等の人権という課題が注目されたとことが挙げられる。対等性の担保、パートナーシップの形成は

共生社会を志向する現在の国際的な潮流の中でも強調されており、国連における障害者の権利条約の採択

といった動きに呼応するものでもある。

 

２．研究の意義

前述したように日本においても人権意識が高まりを見せつつあるが、理念や理想として人権尊重が謳わ

れていることと現実の間には大きな隔たりがある。アメリカのソーシャルワークにおいて、人権を擁護す

る役割が明確にされたのは 1960 年代である。1970 年代には日本に輸入されたが、当初「代弁」や「弁

護」機能が人権を擁護する機能だと位置づけられていた。1980 年代になって、権利を擁護するというこ

との内実が議論されるようになり、ソーシャルワーク実践の根幹を支える理論も、「医学モデル」から「生

活モデル」へとシフトしてきたのである。治療的なソーシャルワークと社会改良をめざすソーシャルワー

クの対立の時代から統合へと向かう中で、人権を擁護する機能はソーシャルワークの統合的な側面として

理解されるようになる。「ソーシャルワーカーは、機関ではなく、クライエントの側に立つ」こと、「アド

ボカシーはソーシャルワークのキー概念であり、統合された機能」であることが確認された。人権を擁護

する機能は単なる弁護ではなく、日常生活を支援する実践であり、そこにはエンパワーメントの視点を含

むプロセスがある。人権を擁護するソーシャルワーカーの機能と役割を明確化することはソーシャルワー

クの理論と実践をつなぐ重要なテーマのひとつであり、ソーシャルワーカーの専門性の向上やセルフ・ア

ドボカシーに寄与するという点でも意義があると考えられる。

本論文では、マイノリティの中でも、人権上の課題を多く残している精神障害者を対象としたソーシャ

ルワークに焦点化し、実践の中で発揮される人権擁護機能を明確化したいと考えている。精神科医療の権

利侵害の歴史は、多くが精神科病院を舞台にマスコミによって報道され続けてきた。7万人とも言われる

社会的入院者の地域移行支援も、まだ途についたばかりと言える。人権擁護機能とその実践モデル化は専

門性の向上や人権に関する啓発的意義を持つと考えられるのである。

 

人権を擁護するソーシャルワーカーの機能と役割に関する研究
――精神保健福祉領域における実践過程を通して――
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３．調査方法

まず、ソーシャルワークにおいて権利擁護がどう扱われてきたのかということと、精神保健福祉領域に

おける精神障害者の人権にかかわる課題整理を行い、その上で現場のソーシャルワーカーを対象とした調

査を実施した。第一次調査は探索的な意味合いを含めた調査であり、精神科病院に 10年以上勤務する精

神保健福祉士（以下ＰＳＷ）7名を対象として判構造的なインタビュー調査を実施した（岩崎：2009）。

その結果をもとに、二次調査として医療機関、地域の福祉サービス事業所、公的機関などに勤務するＰＳ

Ｗ（9グループ：51名）に対して、フォーカス ･グループインタビューを実施し、実践の中で人権擁護

機能がどのように発揮されている機能を明らかにするための調査を行った。さらに、ソーシャルワーカー

を対象とした調査結果を踏まえ、障害当事者によるフォーカス・グループインタビュー（3グループ：17名）

によって更なる分析を加え、最終的に、ソーシャルワーク実践としての人権を擁護する機能を再整理し、

機能が発揮されるための実践モデルを提示した。

フォーカス・グループインタビュー法の利点は、ヴォーンら（1996 ＝ 1999:24-25）が指摘するように、

参加した専門職や障害当事者がそこで新たな気づきを得、実践や生活にその視点が活かされていく点にあ

る。また、安梅（2001:35）は妥当性を高める方法として「グループインタビューの結果、得られた各々

の変数の関係性をいかに正しく分析できるかが内的妥当性を高めることにつながる。したがって、内的妥

当性を高く維持するためには、グループインタビューの実施中に得られたデータの『精度』が勝負である」

と述べている。今回の調査では、分析対象となるデータに関して、速記者による逐語録と研究協力者によ

る観察記録及ビデオ映像を合わせて使用し、精度を上げることに勤めた。また、機関種別、規模、フィー

ルド、経験年数など、できるかぎり多くのグループを構成し、その客観性の担保に努めた。

尚、インタビュー協力者に対する倫理的配慮として、事前にインタビューの目的、倫理的配慮について

説明し、その内容を明文化した文章を提示した上で記録を残すことを含め了解を得た。インタビュー当日

再度、目的以外の使用、個人が特定されるような使用を行わないことを前提にインタビューへの承諾を確

認している。

 

４．調査結果

（1）第一次調査の結果と考察

近年、ソーシャルワーカーが人権を擁護する機能は、単なる弁護、代弁ではなく、北野（1999:38）の

定義に代表されるように、エンパワーメントを核としその人の生活を底支えする概念として幅広く受け

止められる傾向にある。権利擁護機能については、定藤 （1882：141-146）が仲介的機能、弁護的機能、

変革的機能に大別して論じたのを皮切りに、秋山 （1999：23-33）岩間（2001：34-41）、梶川 （2004：

32-38）らが言及している。本研究では、そうした先行研究を踏まえ、インタビュー調査を分析した結果

として、ソーシャルワークの機能の中でも人権を擁護する機能に関して、以下の機能を抽出した。人権へ

の気づきの表象でもある発見機能、守秘義務やアカウンタビリティにも関連する情報提供機能、クライエ

ントを主体とした個別支援を促進する調整機能、人権擁護に直結する代弁・代行機能、スーパービジョン

やコンサルテーションを含む啓発 ･教育機能、病院の変革や新たな機能の拡充を視野に入れたネットワー

キング機能である。
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しかし、一方で、第一次調査で確認された機能は、ウィリッツ（1980：373-374）が指摘するところ

の機関内アドボケイト（internal advocate）としての機能がほとんどであり、調査対象である医療機関の

ＰＳＷは、あくまでも組織の一員であり、変革していく機能の発揮が困難であることも示唆された。また、

機関内アドボケイトとして機能する PSWは常に自らの専門性と被雇用者という二重のロイヤリティの葛

藤に苛まれているという指摘も古くて新しい課題である。調査結果から、ソーシャルワーカーは内外の窓

口的な機能を果たしており、6つの機能を駆使しながら機関内アドボケイトとして機能していることが明

らかとなった。

（2）第二次調査と検証のための調査結果

第二次調査としては、先行研究と第一次調査の結果導き出された 6つの機能を仮説として設定し、フ

ォーカス・グループインタビュー法を用いて調査を実施した。調査対象者は医療機関、地域の福祉サービ

ス事業所、公的機関などに勤務するＰＳＷで、9グループ、51名を対象として実施した。その結果に関

して複合分析を実施した結果、ソーシャル・アクション機能を含む 7つの機能を確認した。

まず、発見機能は人権を擁護する実践課題へと結びつく入り口の機能として位置づけられる。情報提供

機能は、個別の価値に寄り添いながら、そのニーズに応じて情報を提供する機能であり、アクセス権の保障、

情報の取り扱い等に関する倫理を含むものでもある。代弁・代行機能は、クライエントの主張を支援する

機能であり、調整機能は、機関内外の人的・物的資源を活用し、クライエントのニーズに添う状況を創り

出す機能だと位置づけられる。これら二つの機能は、古くから人権擁護機能として採り上げられている機

能でもある。教育・啓発機能は、PSW、クライエント、家族、機関内の専門職種、地域の関係機関や市民、

ボランティアなど、多様な対象に対して障害の理解、人権への配慮を求める機能であり、ネットワーキン

グ機能はソーシャルワーカーが所属する機関内外を繋ぎ、コーディネートしていく機能である。さらに、

二次調査では、調査対象に地域のソーシャルワーカーを含んだことから 6つの機能にソーシャル・アク

ション機能を加えることとなった。ソーシャル・アクションは現行の「法制度の変革」を求めていくこと

も重要な機能である。「果たす役割・めざすところ」は、だれもが街でともに安心して暮らせることであり、

ノーマライゼーションからソーシャル・インクルージョンをめざす視点である。以上が抽出された７つの

人権擁護機能である。　

その機能を検証するために、障害当事者 3グループ、17名の協力を得て、フォーカス・グループイン

タビューを実施し、その結果 7つの機能に関して追認することができた（表 1参照）。
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５．ソーシャルワーカーが人権擁護機能を発揮するための機能

ソーシャルワークにおける人権を擁護する実践は基本的にクライエントとの相互作用プロセスであり、

動的な過程である。7つの機能がどう関連しあって、人権を擁護するソーシャルワーク実践を形作ってい

るのかということを詳述してみる。

援助関係はソーシャルワークを実践する前提ではなく、実践のプロセスにおいて構築されるものであり、

共有される経験であるといわれている。人権を擁護する実践の中核には自己決定支援があるが、そこにも

いくつかのプロセスがある。ニーズを引き出し、意識化を促すこと、選択肢の中から何らかの決定を行い、

それを表明し、実行することの支援までを指す。そこには一貫してクライエントの「参加」があり、情報

の提供がなされ、共有された中で決定や主張することを側面的に支援するのである。インタビューの中で

様々な工夫が語られていたが、障害のある人たちの意思決定はスムーズにいかない場合も多い。身を置い

ている環境によっては、ニーズそのものが明らかでない状況も想定される。まず、無意識の中から「こう

したい」「こうありたい」というニーズを意識に上らせるはたらきかけが必要なのである。物言わぬ当事

者からニーズを引き出し、その実現が「自分だけではできない」という認識に立ったところで、支援への

ニーズが正当化される。ソーシャルワーカーの意思決定支援にもプロセスがあり、多様な人権擁護機能が

発揮されているのである。

機能を発揮する前提として共通していたのは、専門職としての視点や姿勢、SWの立ち位置に関する発

言であった。日常業務の中で、前述したような SWとしての視点や、姿勢、立ち位置を意識させられるよ

うな場面に遭遇したときに、人権に関する「発見」が内発的動機となって、他のさまざまな機能を活用し

ながら、実践が展開されていると考えられる。また、「発見」は権利への「気づき」であると同時に、環

境や当事者ニーズに関するアセスメント機能でもあることが確認された。SW自身もまた、人的環境であ

るがゆえにアセスメントの対象であり、精神科医療という特殊な環境下での実践では、「人権に敏感な職種」

でありながらも、同時に「権利を侵害する可能性」が語られ、内省する傾向が見られた。また、情報提供

においては、社会と傷害者の情報のギャップを埋める役割をもち、具体的な技法としては、ものごとをわ

かりやすく伝えること、決定のための選択肢を具体的な形で提示すること、当事者自身が意思決定し、決

定を実行に移したり、意思決定を人に伝えるための技術を伝えていくことが重要である。インタビューの

結果からも個別性への配慮、情報の整理、正確な情報提供、わかりやすい情報の伝達と共有、資源活用へ

の支援、アクセス権、選択権の保障などが挙がっていた。そして、それらの機能はニーズを引き出し、顕

在化させるとともに、意思決定へと連続していくと考えられる。また、情報に関する守秘や管理、説明責

任など、職業的な倫理に関しては意識化がなされており、そうした専門性への信頼は、人権を擁護するソ

ーシャルワーカーという役割の根幹を支えるものだとも言える。

ニーズが顕在化した段階では、意思を表明し、ニーズを実現するプロセスに移行していく。そこで、活

用されるのが、代弁・代行機能、調整機能といった機能である。反面、ソーシャルワーカーへの依存やソ

ーシャルワーカーによる意思の代理決定が行われる可能性が高いことも指摘されている。そこには、ソー

シャルワーカーとクライエントとのパワーの格差がある。代弁・代行機能に関しては、その主張を支援す

ることが中心的な機能であるが、そのプロセスにおいて、技法、関与の程度、タイミングに留意し、意思

を引き出し、クライエント自身が主張できるよう支援することが望まれる。調整機能に関しては、表明さ

れたニーズをどう具体化していくかという部分で、機関内外の資源をマネジメントする場合に発揮される
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ことが多い。その機能は資源のリンケージなどにも活用されるが、その出発点は個別ニーズである。クラ

イエントのニーズを核に、サービス提供機関とクライエントの間に立って、そのニーズ充足に向けた調整

を行う機能と位置づけた。

教育・啓発機能はそうした個別ニーズにそって発揮される側面と組織や地域などへの実践から間接的に

個別のニーズにも反映される効果をもつ。実体として、人権に関する意識をもったソーシャルワーカーに

よって、クライエント・家族への個別あるいは集団、ソーシャルワーカーが所属する機関内の職員、地域

の関係機関や市民などへの教育・啓発が行われている。人権を擁護するという視点を分かち合うことによ

り、より広い対象に対する教育や啓発として展開しているのである。ミクロな領域とマクロな領域を繋ぐ

機能であり、セルフ・アドボカシーにつながることが期待される。

ネットワーキング機能は、生活上の権利の実現を支援する働きをする。特に、精神障害者の人権という

意味で注目されるのは、長期入院者の退院促進支援事業に次いで実施されている地域移行特別対策支援事

業であり、サポート・ネットワークの強化が望まれているのである。ソーシャル・アクションももともと

援助技術の一つとして数えられているが、人権を擁護する実践に密接に結びついている。ソーシャル・ア

クションは、サービスの拡大に向けた行動を促していく機能であるが、参加の促進、権利擁護システムの

構築、ひいてはソーシャル・インクルージョンを志向する機能でもある。

 

６．結論－ソーシャルワーカーが人権擁護機能を発揮するプロセスのモデル化

前述したように、ソーシャルワークにおける人権を擁護する機能として 7つの機能を抽出した。それ

らの機能が個人、集団、組織、地域、社会など、それぞれの対象領域で活用されることによって、視点が

共有され、循環していくプロセスを、本研究では「ソーシャルワーカーが人権擁護機能を発揮するプロセ

スのモデル化」として位置づけたのである（図 1参照）。個別ニーズから、ソーシャル・インクルージョ

ンを志向するに至るまで、幅広い内容と、展開過程を持っている。そして、相互に影響を与えあい、実践

に反映されることによって効果を発揮する。つまり、人権を擁護するソーシャルワーカーク機能は、ニー

ズを中心として展開されるソーシャルワークのプロセスの中に位置づけることができる。

1960 年代後半から 1970 年代には、個人の変容をめざすクリニカルなケースワークと社会改良をめざ

しソーシャル・アクションに身を投じるソーシャルワークの対立が顕在化し、その後、ソーシャルワーク
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におけるアドボカシー機能はミクロ領域とマクロ領域を結ぶインターフェイスであると論じられた。まさ

に、人権を擁護する機能は、幅広い対象の環境をアセスメントし、情報提供を行いながらニーズを引き出

す。その入り口として「アセスメント」重視され、情報提供機能とともにニーズを醸成し、顕在化するプ

ロセスにもかかわる。立ち現れたニーズの実現に向け、主として個人や集団を対象とする機能として調整

機能、代弁 ･代行機能が活用され、地域や社会を対象とする機能としてネットワーキング機能、ソーシャ

ル・アクション機能が活用される。そして、双方の機能を繋いでいく機能として教育 ･啓発機能が位置づ

けられるのである。リーガルモデルや医学モデルの既存の枠組みによって語られる場合に、精神障害者の

人権にかかわる問題が歪められる場合がある。人権と社会正義を念頭に置き、幅広い対象に対して機能し

ていくためにも、あらゆる機会に実践を通して「教育 ･啓発」を行うことがソーシャルワークにおける人

権擁護機能を活かすことに結びつくのである。

また、そこで強調されるのは、クライエントの生活上の権利を支援するという目的と、そのプロセスへ

のクライエント自身の参加である。それは同時に、ネガティヴな状況を前向きに受け止め、乗り越えてい

こうとするソーシャルワーカー自身がエンパワーされる実践への志向であり、セルフ・アドボカシーに寄

与する実践でもある。

 

７．今後の課題

本研究は、フォーカス・グループインタビュー法を活用したことにより、参加した専門職や障害当事者

がそこで新たな気づきを得るという経験を共有できた。

しかし、その妥当性に対する検証については課題が残される。本研究の調査対象者が精神保健福祉領域

で実践を展開しているソーシャルワーカーと精神障害をもつ当事者である点で、他領域のソーシャルワー

カーとの比較検討は行っていない。今回の調査結果がソーシャルワーカーの人権擁護機能として、どこま

で一般化できるのかは今後の研究の中で明らかにしていく課題だといえる。

また、本論文ではソーシャルワーカーが取り扱っている「人権」の範囲に限定した研究内容となってい

るが、本来、「人権」にかかわる領域は幅広く、多様である。今後は、他領域における人権に関する研究

などを視野に入れながら、研究を継続していきたいと考えている。
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岩崎香氏　学位請求論文要旨（課程博士）

「人権を擁護するソーシャルワーカーの機能と役割に関する研究――精神保健福祉領域における実践過程

を通して――」

１．研究の目的と意義

昨今、判断能力が不十分な認知症高齢者、障害者等の人権という課題が注目を集めている。本論文では、

人権上の課題を多く残している精神障害者を対象としたソーシャルワークに焦点化し、ソーシャルワーカ

ー（以下ＳＷ）の人権を擁護する機能と役割を明確化し、機能が発揮されるための実践モデルを提示する

ことを目的としている。

２．研究方法

研究方法としては、第一次調査では、個別インタビューの結果から人権擁護にかかわる機能に関する整

理を行った。その結果、導き出された 6つの機能に関して、第二次調査として、フォーカス・グループ

インタビュー法を用いて調査を実施した。調査は、精神保健福祉分野の SW（9グループ、51名）の協

力を得て実施した。さらに、それらの機能を検証するために、障害当事者 3グループ、17名を対象とし

たフォーカス・グループインタビューを実施し、人権を擁護する SWの機能と役割に関する実践モデルを

提示した。

３．研究結果

結果から、アセスメント、情報提供、調整、代弁 ･代行、教育 ･啓発、ネットワーキング、ソーシャル

アクションという 7つの人権を擁護するソーシャルワーク機能を抽出した。

機能を発揮する前提として共通していたのは、専門職としての視点や姿勢、SWの立ち位置に関する発

言であった。日常業務の中で、前述したような SWとしての視点や、姿勢、立ち位置を意識させられるよ

うな場面に遭遇したときに、人権に関する「発見」が内発的動機となって、他のさまざまな機能を活用し

ながら、実践が展開されていると考えられる。また、「発見」は権利への「気づき」であると同時に、環

境や当事者ニーズに関するアセスメント機能でもあることが確認された。SW自身もまた、アセスメント

の対象であり、精神科医療という特殊な環境下では、「人権に敏感な職種」でありながらも、同時に「権

利を侵害する可能性」が語られ、内省する傾向が見られた。

情報提供機能は、個別の価値やニーズに応じて情報を提供する機能であり、アクセス権の保障、情報の

取り扱い等に関する倫理を含むものでもある。代弁・代行機能は、クライエントの主張を支援する機能で

あり、調整機能は、機関内外の人的・物的資源を活用し、クライエントのニーズに添う状況を創り出す機

能だと位置づけられる。その二つの機能は、先行研究でも人権擁護機能として採り上げられており、個別

の支援を中心に発揮される。

教育・啓発機能は、PSW、クライエント、家族、機関内外の専門職種、関係機関や市民、ボランティアなど、

多様な対象としており、個別に働きかける機能と、集団や地域を対象とする機能を結ぶ働きをもっている

と考えられる。ネットワーキング機能は SWが所属する機関内外を繋ぎ、コーディネートしていく機能で

あり、フィールドによる違いがより明確に現れていた。二次調査において、地域の SWから語られる創造

的な実践の中で、ネットワーキングという機能におさまらない部分をソーシャル ･アクションという形で

整理した。ソーシャルアクション機能は、法制度の変革を求め、新たな資源の創出を試みることなどを通

して、地域で暮らす障害者の権利を保障する積極的な機能だといえる。以上の結果から、SWの人権を擁



護する機能は、フィールドによって制約される側面を持ちながらも、ニーズに添うべく多様な形で発揮さ

れていることが明らかとなったのである。

つまり、SWのアセスメントは人権を擁護する入り口の機能であり、そこを起点に、ミクロな機能とマ

クロな機能が発揮される。その双方を取り結び、人々の意識変革や当事者のセルフ・アドボカシーの実現

に働きかける教育・啓発機能が働くことによって、7つの機能が循環し、SWの人権を擁護する実践プロ

セスが展開されると考えられるのである。

４．今後の課題

本研究は、フォーカス・グループインタビュー法の活用という点で、参加者がそこで新たな気づきを得

るという経験を共有できた。しかし、調査対象者が精神保健福祉領域のＳＷと精神障害をもつ当事者であ

る点で限界がある。また、ソーシャルワークにおける「人権擁護」の範囲に限定した研究内容となってい

るが、本来、「人権」にかかわる領域は幅広く、多様である。今後は、他領域における人権に関する研究

などを視野に入れながら、研究を継続していきたいと考えている。

　


